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1. 計画（Plan)

年度実績 年度実績 年度実績 年度実績

令和3 令和4 06 15

13 生活保護と自立支援

社会福祉課 0285-83-6063

社会福祉課

生活保護世帯、自立相談支援事業の相談者

令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和6

人口 人 78,874 78,144

生活保護世帯 世帯 507 516

自立相談支援事業の相談者
人 90 104

生活が困窮している世帯に対し、生活を保障するとともに、低所得者世帯の社会的、経済的な自立の助長が図ら
れています。

・就労収入増により自立した世帯数については、生活保護対象者の内、就労により保護廃止となった数
・相談支援から就労に結びついた人数については、自立相談支援事業により就労した人数
・学習支援を利用した人数については、利用申込者数（中学生）

平成30
令和2 令和3 令和4 令和5 令和6

令和6

就労収入増により自立した
世帯数 世帯 10

12 14 16 18 20
20

3 5

相談支援から就労に結び
ついた人数 人 2

2 3 3 4 5
5

12 13

学習支援を利用した人数
人 35

38 41 44 47 50
50

48 52

市民は、自立した生活の維持のため、健康管理及び就労活動等に努め、各自がその持てる能力に応じて最善の努力
をします。
行政は、生活が困窮している方の生活保障と自立助長に向けた支援を行います。



（１）施策目標達成に対する要因分析と課題（①構成事業が与えた影響、②外的要因を踏まえて検証）

（２）今後の方向性（（１）の要因分析を踏まえ、施策目標達成に向けた方針を示す）

2. 実行（Do）→個別事務事業の実施による（事務事業マネジメントシート参照）

3. 検証・評価と今後の方向性（Check & Action)

【生活保護受給者の自立助長】
　生活が困窮している世帯に対しては、厚生労働大臣の定める基準に従い保護費を支給し、生活の保護に努めている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　　令和２年度　　令和元年度
　　面談・相談・他法他施策活用の助言　　　344件　　　　 233件       167件
　　保護決定　　　　　　　　　　　　　　　56件　　　　　50件　　　　　42件
　　保護廃止　　　　　　　　　　　　　　　47件　　　　　48件　　　　　61件
（指標）就労収入増により自立した世帯数については、就労支援員によりハローワークと連携した就労支援を行っており、就労件数は33世帯あったが、自立できるまでの収入に至らな
いケースが多く、収入増により自立した世帯は5世帯であり、目標には達しなかった。収入増により自立した世帯の状況は、平成30年度10世帯、令和元年度9世帯、令和2年度3世帯
であり、近年の減少は、被保護者の高齢化による就業能力の低下だけでなく、コロナ禍により有効求人倍率が1.0を切るなどの雇用情勢の悪化が要因と考えられる。

【生活困窮者の自立支援の充実・強化】
　低所得者世帯の自立の助長を図るため、生活困窮者自立支援法に基づき、「自立相談支援事業」、「住宅確保給付金事業」、「学習支援事業」を実施している。自立相談支援事業については
、社会福祉協議会に委託し、より専門的な立場から相談業務を行うことにより、相談から就労に結びついた人数は、13人で令和2年度より１名増となった。（令和3年度：13人、
令和2年度：12人、令和元年度：7人）
　低所得者世帯の自立を図るためには、その世帯の実情にあった相談体制が必要と考える。
（指標）相談支援から就労に結びついた人数については、生活困窮者自立支援法により平成27年度から市で行っていたが、平成29年度より社会福祉協議会に委託することで、相談機会
が拡大され、求人情報の提供やハローワークへの同行のほか、家計の把握や支出方法の支援、貸付など生活全般のフォローにより目標値に達している。
（指標）学習支援を利用した人数については、生活保護世帯等の中学生に対し学習支援教室について情報を提供し、利用を開始することで居場所づくりにもつなげるもので、目標
値に達することができた。しかし、コロナの感染防止のため教室形式の学習支援に出席しないケースもあり、登録は行ったが出席率の低い者に対する状況確認や出席への意識づけが
課題と考える。

【生活保護受給者の自立助長】
　コロナ禍の収束が見通せない状況であるが、面接等により被保護者のニーズや状況を的確にとらえ、ハローワークとの連携により
適切な就業先を提供し就労指導を行うことにより、自立し生活保護が廃止となる世帯の増加を図る。
 市では稼働能力のある被保護者に対し、就労支援員との面接による能力に応じた就業先の提案や履歴書及び面接の指導・ハローワーク
への同行支援を引き続き実施していく。ハローワークでは職業の斡旋を行っているが、就労が特に期待できる被保護者に対しては継続
的に職業の斡旋等を行い就労を図っていく。

【生活困窮者の自立支援の充実・強化】
　自立支援相談事業について、社会福祉協議会との連携を進め、相談内容の的確な把握と振り分けを行うことにより、実情に合った相談
対応を進めていくとともに、各世帯の実情に合った支援により就労に結びつけていく。また、学習支援については、引き続き出席率が
低い者に対し出席通知や声掛けを行う。更に空きがある場合には、年度当初の定期募集の他に、随時募集を行い空きができないよう
にするなど、実質的な利用者の増に努め、高校への進学を進める。なお、利用者で高校を受験した者は全員が進学している。



評価結果

成果指標名 単位 年度実績 今後の方向性

成果指標
NO 総重、総新

戦拡、戦新
事務事業名 担当

4. 構成事業一覧（個別事務事業一覧）

令和3

1 生活困窮者対策事業 社会福祉課生活支援係 生活保護の適正実施割合

%
100 現状維持 

就労により自立した世帯数

世帯
5 現状維持 

2 生活困窮者自立相談支援事業 社会福祉課生活支援係 自立相談支援事業により就労・増収した割
合 %

12.5 現状維持 

住居確保給付金により住居を確保でき
た割合 %

100 現状維持 

学習支援事業の利用割合

%
31.1 現状維持 


